
札幌市ジャンプ競技場等指定管理者 

株式会社札幌振興公社 

○ 札幌オリンピックミュージアム受付事務取扱マニュアル 

 

１ 趣旨 

 ・このマニュアルは、札幌オリンピックミュージアム条例別表１に規定する施設における受付事

務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 受付開始時期 

 ・各施設の使用目的による受付開始時期については、以下のとおりとする。  

施設名 使用目的 受付開始時期※ 

多目的ホール 公的行事 

使用月の１２カ月前の１日 
ジャンプ競技の大会における観覧スペー

スとして使用する場合 

その他指定管理者が必要と認めた行事 

不特定多数の市民の参加・来場が見込ま

れる大規模行事 
使用月の６カ月前の１日 

その他の場合 使用月の１カ月前の１日 

ウィンタースポーツ

シアター 

ライブラリー 

エントランスホール 

公的行事 
使用月の６カ月前の１日 

その他指定管理者が必要と認めた行事 

その他の場合 使用月の１カ月前の１日 

 ※ただし、１日が休館日等の場合には、以後直近の開館日とする。  

 

３ 受付方法等 

 ・申込者が来館のうえ申込むこととする。ただし、指定管理者は特別の事由があると認めたとき

は、申込みについて来館以外の方法を認めることができる。 

なお、受付開始時期による受付方法等は下記のとおりとする。 

受付開始時期 受付方法 受付期間及び時間 

・１２カ月前の１日 

・６カ月前の１日 

・１カ月前の１日 

・受付開始時期において申込者の使用希望日

が重複した場合には調整会議を開催し、双方

の話し合い若しくは抽選により決定する。 

・調整会議を経た後の申込は、先着順により

決定する。 

受付開始時期から 

使用希望の５日前まで

の 

午前９時から午後４時 

・受付と同時に申込書等を審査し、所定の利用料金を支払わせたうえ、使用承認書を交付するこ

ととする。ただし、指定管理者は特別の事由があると認めたときは、利用料金について使用後の

支払を認めることができる。 

・受付場所：札幌市中央区宮の森１２７４番地 大倉山ジャンプ競技場内 

      札幌オリンピックミュージアム２階管理事務所 

      電 話 番 号 ０１１－６４１－１９７２、６３１－２０００ 

      ＦＡＸ番号 ０１１－６３２－４９０１ 

 

令和５年４月１日実施  札幌市ジャンプ競技場等指定管理者 ㈱札幌振興公社 


